
政府目標：官民ITS構想・ロードマップ2020

移動サービスに係る自動運転の市場化・サービス実現のシナリオ

2022年度頃 廃線跡などの限定地域で遠隔監視のみの無人自動運転移動サービスの実現

2025年目途 限定地域での無人自動運転移動サービスの全国普及

※「自家用車」や「物流サービス」(トラック)については、2025年度頃に高速道路
での自動運転(レベル4)の実現が位置付けられている。

（2020.７ 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部等決定）

短期
(2021年度～2022年度頃まで)

中期
(2023年度～2025年度頃まで)

長期
(2026年度以降)

移動サービス

全国各地域で高齢
者等が自由に移動

できる社会

全国各地域で高齢
者等が自由に移動

できる社会

公道実証
・遠隔地
・過疎地域等

限定地域での無人自動運転
移動サービス(レベル4)

※対象地域・ODD、サービス内容・範囲の拡大
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特定自動運行に係る許可制度の創設について

＜背景＞
2022年度目途に限定地域での遠隔監視のみの無人自動運転移動サービスの実現に向けた制度整備を図るなど、自動運転の更なる推進を図る必要

（「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年11月19日閣議決定）等）

（1） 特定自動運行の許可

（2） 許可を受けた者（特定自動運行実施者）の遵守事項

（3） 自動運転システムで対応できない場合の措置

• レベル４に相当する、運転者がいない状態での自動運転（特定自動運行）を行おうとする者は、都道府県公安委員会の許可が必要
• 許可を受けようとする者は、下記（2）及び（3）の実施方法等を記載した特定自動運行計画を都道府県公安委員会に提出
• 都道府県公安委員会は、許可をしようとするときは、特定自動運行の経路を区域に含む市町村の長等から意見を聴取

• 特定自動運行計画に従って特定自動運行を実施
• 遠隔監視装置を設置し、遠隔監視を行う者（特定自動運行主任者）を配置（特定自動運行主任者が乗車している場合を除く）
• 特定自動運行主任者等に対する教育を実施

• 警察官の現場における指示に従う必要がある場合、交通事故の場合等には、特定自動運行主任者等による対応を義務付け

（4） 行政処分等

• 都道府県公安委員会は、特定自動運行実施者等が法令に違反したときは、指示、許可の取消し等を行うことができる
• 警察署長は、特定自動運行において交通事故等があったときは、許可の効力の仮停止ができる



特定自動運行の許可制度のイメージ
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許可基準の⑤について、

意見聴取

市町村の長

をした上で許可を判断
① 自動車が特定自動運行を行うことが

できるものであること。

② 特定自動運行がＯＤＤ（※）を満たして
行われるものであること。

③ 特定自動運行実施者等が実施しな
ければならない道路交通法上の義務
等を円滑かつ確実に実施することが
見込まれるものであること。

④ 他の交通に著しく支障を及ぼすおそ
れがないと認められるものであること。

⑤ 人又は物の運送を目的とするもので
あって、地域住民の利便性又は福祉
の向上に資すると認められるもので
あること。

許可基準（概要）

行政処分法令違反をした場合等には

（地域の理解）

※ ODD：Operational Design Domain（走行環境条件、使用条件）
ある自動運転システムが作動するように設計されている特定の条件（走行ルート、時間帯、天候等）。

自動運行装置

※このほか、許可基準の①・②について
国土交通大臣等に意見聴取

＜特定自動運行主任者の義務＞

＜特定自動運行実施者の義務＞

特定自動運行計画の遵守
特定自動運行業務従事者に対する教育
特定自動運行中は、その旨の表示 など


